
住民税非課税世帯等の皆様へ

・

・

過去に福知山市で実施した非課税世帯等への給付金において、

現在の世帯主の名義の口座を利用していた場合は、

同じ口座に振込むこととしますので、お知らせをします。

②　「支給要件確認書」が届いた世帯

１世帯あたり　２５，０００円

 □ 通知の口座で受給する　　⇒　申請は不要です。
　 　　　　　　　　　　　　　　 通知の口座へ振込みます。

　開設期間：　令和８年３月１日　～　令和８年５月28日　まで　　・　　受付時間：　8：30～17：00　（土日・祝日を除く）

　　　　※令和８年４月３０日までは、土日祝日も対応しています。

給付内容などが書かれていますので、
必ず確認し返送もしくはオンラインで申請してください。

※ 必要事項が記入されていなかったり、添付書類が漏れているなど、
　 不備があった場合は、給付金が支給できない可能性があります。
　 必ず記入例を確認して、不備の無いようにしてください。

※ オンライン申請フォームは、同封した記入例に記載しています。

！注意！ 　給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに、都道府県・市区町村や国（の職員）などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
福知山市役所や福知山警察署、警察相談専用窓口（＃9110）にご連絡ください。

◆　お問い合わせ先　　福知山市　健康福祉部　社会福祉課

「食料品等高騰対策給付金」特設コールセンター　　☞　　0773-４５-３１２７

　　　【申請期限】　令和８年４月３０日
　　※ 期限までに提出のない場合、辞退されたものとみなします。

福知山市

令和７年度　食料品等高騰対策給付金のご案内
(２万５千円/１世帯)

　●　対象となる世帯

基準日（令和８年２月１日）に、福知山市に住民登録のある世帯

世帯全員の令和７年度住民税が 非課税 又は 均等割のみ課税 である世帯

以下の条件を満たす世帯が対象となります。

 □ 口座の変更や辞退をする　⇒　窓口まで必ず連絡をお願いします。
 　　　　　　　　　　　　　　　 変更の受付は、令和８年３月２３日までです。
　 　　　　　　　　　　　　　　 ※ 口座を変更する場合、支給日は遅くなります。

　国の「重点支援地方交付金」を活用して行う、物価高騰への支援のための給付金です。
　ぜひ、市内店舗での食料品等の購入にお役立てください。

◆ 手続きについて（対象者には書類を送付します。）

①　「支給についてのお知らせ」が届いた世帯

下記②の世帯 ：

下記①の世帯 ：

申請後３週間程度後

令和８年３月下旬（予定）

　●　支給時期　●　支給金額


